
第11表(2)　電気工作物の欠陥等
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火　力 1 1 1

原子力
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計 1 1 1
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　及び

特別高圧 地中

配電線路

計

架空

高　　圧
配電線路 地中

計

(2) (2) (2)

低圧配電線路 2 2 2

需 要 設 備

(2) (2) (4) (4) (1)

合　　　　計 1 2 3 3

百 分 率(%) 33.3 66.7 100.0 100.0

(備考)１．需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般用電気工作物について、当該電気事業者が知り得た範囲で記載している

２．（　）の数値は、死傷者数を示す。（感電によるものを除く）
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による死傷・物損事故件数表
事業者名： 電気事業者

よ　る　死　傷　事　故

電 気 工 作 物 の 欠 陥

等 に よ る 物 損 事 故
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